
 

昨年度の街頭巡回は、JR帯広駅周辺や中心
街・郊外の大型商業施設に、お祭りやイベン
ト開催時などを加え、実施回数は446回となり
ました。

声かけ指導数は575件で、前年度より133件
の増加となりましたが、主な要因は高校生の
イヤホン装着の自転車走行によるものです。

小・中学生では、保護者を伴わずゲームセ
ンターに入場して遊んだり、保護者の許可を
得ずボーリング場に入場するケースが見受け
られました。

青少年センターだよ
令和2年6月発行

帯広市教育委員会
学校地域連携課

青少年センター

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本
年2月26日より指導協力員との街頭巡回を取り
やめ、青少年センター指導員による巡回に切り
替えました。

その際、三密を避けるため、パトロール車内
からの声かけ指導、子どもたちとの距離を保ち
ながらの見守り指導を実施しています。

緊急事態宣言期間中は、商業施設や公園など
で子どもたちを見かけるケースは少なく、ルー
ルが守られていることを感じ取ることができま
した。

最近、子どもたちがキャスターボードに夢中
になり、車道で遊ぶなどの危険行為を目にする
ことが増えていることから、注意を促していき
ます。

上記のグラフでも明らかなように、高校生
に対する自転車通行のルールやマナーに関す
る声かけ指導数が、前年度より160件ほど増加
しています。
下記のグラフに示すとおり、ゲームコー

ナー等の利用に関する校則周知と、交通ルー
ル指導を合わせると全体の94%を占めます。
一般指導として公共施設での使用目的外のた
むろや車道近くでの雪山遊びへの注意のほ
か、喫煙等の不良行為は2件ありました。
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主な声かけ指導の状況

自転車利用で加害者になる事故に備えて

高校生の声かけ指導が増えています
～小中高生別・年度別声かけ指導数～

新型コロナウイルス感染防止対策

期間における街頭巡回活動の様子

～自転車損害賠償保険の加入について～

青色回転灯を点灯し、パトロール車2台で巡回しています
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114 190 267

片手スマホやイヤホン装着
による自転車走行が急増
～声かけ指導数は前年度より3割増加～

自転車の利用者が加害者となる交通事故では、
損害賠償額が数千万円と高額になる事例があり
ます。
その際、自転車損害賠償保険などに加入して

いなければ、被害者が補償を受けることができ
ない事態になりかねません。
交通事故を起こしてしまった場合に備え、北

海道では、自転車利用者が自分と被害者を守る
ためにも、自転車損害賠償保険への加入を推奨
しています。

(北海道道民生活課ホームページ参照)
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道内の令和元年の少年非行等が減少傾向に
～前年に比べ非行少年は11.3%、不良行為少年は5%減～(北海道警察本部ホームページ 参照）

啓発パネルを貸し出しています

青少年健全育成の啓発活動の一環とし
て、啓発パネルの貸し出しを行っていま
す。新型コロナウイルス感染終息の折に、
地域の学校関係行事等の展示物としてご活
用ください。

SNS利用に起因する
福祉犯被害少年の増加

【啓発パネルの種類】
・人権啓発パネル 3枚
・薬物乱用防止パネル 13枚
・禁煙パネル 4枚
・ネット被害防止パネル 5枚
全てB1サイズ 728×1,030㎜

●刑法犯の検挙・補導状況…中・高生で全体の半数
刑法上の罪を犯し、又は触れる行為により検

挙・補導された少年は1,005名です。内訳は小学生

214人(21.2%)、中学生215人(21.4%)、高校生286人
(28.4%)となっており、前年から窃盗犯、風俗犯な

どで129人が減少しています。

●特別法犯の検挙・補導状況…125名で14%減少
法令別では、児童買春・児童ポルノ禁止法が前

年比5人減の37人、大麻取締法では2人増の17名が
検挙・補導されましたが、全体では21人の減少と
なりました。
＊特別法犯とは…刑法犯以外の犯罪で、道路交通
法違反や覚せい剤取締法違反など

●薬物乱用少年…18名で微減
大麻・覚醒剤・麻薬などを所持するなどして検

挙・補導された者は、有職少年が多く、児童・生
徒・学生は3人でした。

●福祉犯の被害少年…前年比40人、19%の増加
法令別では、児童買春・児童ポルノ禁止法が

115人と最も多く、次に北海道青少年健全育成条例
違反が94人となりました。
＊福祉犯とは…児童に淫行をさせる行為のよう
に、少年の心身に有害な影響を与える犯罪等、少
年の福祉を害する犯罪

そ

インターネット利用が小学生など低年齢の
児童にも広まり、スマートフォン等からSNS
を利用して児童が性犯罪等の被害に遭う事例
が増加しています。
昨年は前年から37人増えて、136人と過去最

多件数となっています。
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薬物乱用防止とネット被害防止のパネルです

高校生69
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↓その他少年8
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詳しくは、教育委員会学校地域連携課
青少年センターまでお問い合わせください。
【電話】0155-65-4161
【FAX】0155-23-0161


